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告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
認
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示

す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
五
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 

一 

名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
暮
ら
し
ネ
ッ
ト
・
え
ん 

二 

代
表
者
の
氏
名 

小 

島 

美 

里 

三 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 

埼
玉
県
新
座
市
石
神
二
―
一
―
四 

四 

当
該
認
定
の
有
効
期
間 

 
 

平
成
二
十
六
年
五
月
十
三
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
五
月
十
二
日
ま
で 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
三
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
五
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
七
本
木
店 

 
 

 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里
町
大
字
七
本
木
千
八
百
九
十
番
一
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

ダ
イ
ワ
ロ
イ
ヤ
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

原
田
健 

 
 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
三
丁
目
十
三
番
一
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ 

代
表
取
締
役 

青
木
保
外
志 

 
 

 
 

石
川
県
白
山
市
松
本
町
二
千
五
百
十
二
番
地 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

千
五
百
四
十
九
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

六
〇
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

四
五
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

四
〇
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

一
五
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
四
号



 
 

 
 

午
前
九
時
か
ら
翌
午
前
〇
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
〇
時
三
十
分 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

三
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
二
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
六
年
五
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
九
月
十
三
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
本
庄
事
務
所 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
五
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
九
月
十
三
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
自
動
車
税
事
務
所
長
告
示
第
一
号 

 

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十
四
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
特
約
業
者
の
指
定
を
行
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
五
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
自
動
車
税
事
務
所
長 

川 

端 

雅 

哉 
 

 
 

  

指

定

年

月

日 

主
た
る
事
務
所
又
は 

事
業
所
の
所
在
地 

代

表

者

の

氏

名 

氏

名

又

は

名

称 

平
成
二
十
六
年
五
月
一
日 

埼
玉
県
川
口
市
大
字
安
行
吉
岡
千
七
百
九
十
五
番
地
の
一 

宇
田
川
延 

有
限
会
社
宇
田
川
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ィ
シ
ョ
ン 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
六
十
四
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
五
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 
 

 
 

      



 

一
○
一
号 

指

定 

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指
定
道
路
の
種
類 

平
成
二
十
六
年
五
月 

十
三
日 

指
定
の
年
月
日 

埼
玉
県
坂
戸
市
大
字
片
柳
字
中
村
二
千
百
七
十
一
―
一
か
ら

埼
玉
県
坂
戸
市
大
字
片
柳
字
中
村
二
千
百
七
十
八
―
一 

 

埼
玉
県
坂
戸
市
大
字
片
柳
字
中
村
二
千
百
六
十
七
―
一
か
ら

埼
玉
県
坂
戸
市
大
字
片
柳
字
中
村
二
千
百
六
十
九
ま
で 

 

埼
玉
県
坂
戸
市
大
字
片
柳
字
宮
ノ
前
千
八
百
二
十
七
か
ら
埼

玉
県
坂
戸
市
大
字
片
柳
字
宮
ノ
前
千
八
百
三
十
三
―
三
ま
で 

 

埼
玉
県
坂
戸
市
大
字
片
柳
字
宮
ノ
前
千
八
百
二
十
八
―
八
か

ら
埼
玉
県
坂
戸
市
大
字
片
柳
字
宮
ノ
前
千
八
百
三
十
七
―
四

ま
で 

 

埼
玉
県
坂
戸
市
大
字
片
柳
字
前
西
谷
千
八
百
二
十
八
―
三
か

ら
埼
玉
県
坂
戸
市
大
字
片
柳
字
前
西
谷
千
九
百
八
十
七
―
二

ま
で 

 

指

定

道

路

の

位

置 

百
二
十
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

  

五
十
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

  

百
十
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

  

十
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

   

八
十
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

  

 
 
 
 
 
 
 

指
定
道
路
の
延
長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

  

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

  

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

  

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

   

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

   

 

指
定
道
路
の
幅
員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
三
十
九
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
五
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

内 

藤 

知 

行 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
五
〇
〇
八
〇
二
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
五
月
七
日 

 
 

越
建
セ
第
七
五
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
宮
代
二
丁
目
百
十
五
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

東
京
都
練
馬
区
石
神
井
町
二
丁
目
二
十
六
番
十
一
号 

 
 

一
建
設 

株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

堀
口 

忠
美 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
四
十
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
五
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

内 

藤 

知 

行 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
五
〇
〇
八
三
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
五
月
八
日 

 
 

越
建
セ
第
八
三
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
道
佛
五
百
三
十
六
番
一
、
五
百
四
十
五
番
一
、
五
百
三
十
六
番 

 
 

四
、
五
百
四
十
七
番
二
、
五
百
五
十
四
番
一
、
五
百
四
十
六
番
三
、
五
百
五
十
四
番
三
、
五 

 
 

百
五
十
四
番
五
、
五
百
十
九
番
一
、
五
百
四
十
六
番
四
、
五
百
五
十
四
番
六
（
幸
手
都
市
計 

 
 

画
事
業
道
仏
土
地
区
画
整
理
事
業 

仮
換
地
五
十
三
街
区
三
―
一
、
三
―
二
、
三
―
三
、
三 

 
 

―
四
、
三
―
五
） 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
諏
訪
三
―
一
―
三
十
三 

 
 

大
賀
建
設 

株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

須
賀 

洋
介 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
病
院
長
告
示
第
一
号 

 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
。 

平
成
二
十
六
年
五
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
病
院
長 

田 

中 

洋 

一 

                           



１  調達内容  

（１）購入等件名及び予定数量  

臨床腫瘍研究所ほか移転等業務     一式  

（２）調達案件の仕様等  

   仕様書及び入札説明書による。  

（３）契約期間  

平成２６年７月１日から平成２６年９月３０日まで  

（４）履行場所  

埼玉県北足立郡伊奈町小室８１８番地ほか  

（５）入札方法  

本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム（以下、「電子入札システム」

という。）」により行う。  

ただし、システムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入

札書の郵送（書留郵便に限る）又は持参による入札も認める。  

なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事

業者であるかを問わず、見積もった金額の１０８分の１００に相当する金額を

入札書に入力し、又は記載すること。  

２  競争入札参加資格  

（１）地方自治法施行令 (昭和２２年政令第１６号 )第１６７条の４の規定に該当し

ない者であること。  

（２）公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加資格停止等  

の措置要綱（平成２１年３月３１日付入審第５１３号）に基づく入札参加資格  

停止の措置を受けていないこと。  

（３）埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱（平成２１年４月２１日付け入審第  

97 号）に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。  

（４）物品買い入れ等に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な  

資格等に関する公示（平成２４年埼玉県告示第１８１６号）に基づく平成２５・

２６年度物品等競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）の業

務区分に「催物、映画、広告その他の業務」（平成２５年度、２６年度）、営

業品目 (大分類 )に「その他業務」に登録している者で、Ａ級に格付けされてい

ること。  



（５）平成２１年４月１日から公告日までの間に国（独立行政法人を含む。）及び地方公共団体 

（地方独立行政法人を含む。）の大学、研究機関等の移転業務を直接受注し、履行した実績 

があること。 

３ 入札書等の提出場所等 

（１）紙媒体の入札書を郵送し又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場所、仕様書及 

び入札説明書の交付場所並びに問い合わせ先 

  〒３６２－０８０６  

埼玉県北足立郡伊奈町小室７８０番地  

埼玉県立がんセンター  事務局管理部管財担当  関根喜一  

電話０４８－７２２－１１１１（代表）  ＦＡＸ０４８－７２２－１１２９  

（２）仕様書及び入札説明書の交付方法  

 ア  「埼玉県電子入札共同システム」による場合  

  埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「発注情報等

の閲覧」からダウンロードすること。  

イ  紙媒体による場合  

上記 (1)の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。  

（３）入札説明会  

平成２６年６月３日（火）。時間は参加者に別途通知する。  

（４）入札書の受付期間  

ア  「埼玉県電子入札共同システム」を利用する場合  

平成２６年６月１７日（火）午前１０時００分から平成２６年６月２０日

（金）午後４時００分まで。  

イ  紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合  

平成２６年６月１７日（火）午前１０時００分から平成２６年６月２０日

（金）午後４時００分まで（必着）。  

なお、郵送により提出する場合は、書留郵便によること。  

（５）開札の場所及び日時  

埼玉県立がんセンター  平成２６年６月２３日（月）午前１０時００分  

開札への立会いは不要とする。  

４  その他  

（１）契約手続において使用する言語及び通貨  

日本語及び日本国通貨  

（２）入札保証金及び契約保証金  

ア   入札保証金  



入札者は、見積もった契約希望金額に入札保証金の率（１００分の５以上）

を乗じた額を納付するものとする。ただし、埼玉県病院事業財務規程（平成

14年埼玉県病院事業管理規程第４号。以下「財務規程」という。）第 134条

第２項の規定に該当する場合は、免除する。  

イ   契約保証金  

契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（１００分の１０以上）を乗

じた額を納付するものとする。ただし、財務規程第 118条第２項の規定に該

当する場合は、免除する。  

（３）入札者に要求される事項  

この入札に参加を希望する者は、入札説明書で示す必要な申請書類等を平成

２６年５月２３日（金）午後４時００分までにそれぞれ指定する場所に提出し、

競争入札参加資格の確認を受けなければならない。  

また、入札事務の担当者から、提出した書類に関し説明を求められた場合は、

それに応じなければならない。  

（４）入札の無効  

次に掲げる入札書は、無効とする。  

ア   この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書  

イ   入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書  

ウ   財務規程第 139条又は埼玉県病院事業の物品等又は特定役務の調達手続 の

特例を定める規程（平成 14年病院事業管理規程第９号）第９条の規定に該当

する入札書  

（５）契約書作成要否  

要  

（６）落札者の決定方法  

財 務規 程第 136条に基 づい て作 成さ れた 予定 価格 の範 囲内 で最 低の 価格 をも

って有効な入札を行った入札者を落札者とする。  

（７）手続における交渉の有無  

無  

（８）支払条件  

発注者は、前項の請求があった日から 30日以内に、受注者に委託金額を支払

う。  

（９）  その他詳細は、入札説明書による。  

５   Summary 

（１） Nature and quantity of the products to be purchased: 



The relocation of the laboratory for clinical oncology  

（２） Time-limit for tender: 

10:00a.m., June 23, 2014 (bidding by registered mail must bereceived by 

10:00 a.m., June 20, 2014) 

（３） Contact Infomation: 

Supplies division, Secretariat , Saitama Prefectural Cancer Center ,  

komuro  780,  Ina-machi,  Kitaadachi-gun, Saitama-ken 362-0806 

Japan,Telephone: 048-722-1111 

 

 


